制限の概要

（景観法）
高さが13ｍを超え、又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物の新築、増築、改築、移転、
外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更、及び開発区域が3,000㎡を超える開
発行為は景観法に基ずく届出が必要。
（土砂災害防止法による警戒区域内）

　　みんなが土砂災害のことを知り、いざという時の心構えをしておくことが必要。

（津波災害警戒区域）

　　津波災害警戒区域内では地域防災計画に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設では、防災上の配慮が必要な方の避難確保計画の作成や津波災害避難訓練の実施が義務付けられます。

なお、建築や開発行為に制限はありません。

